




​令和８年度　札幌市街路灯修繕業務　仕様書​

​Ⅰ　総則​
​Ⅰ‐１　適用範囲​

​本仕様書は、札幌市各区土木部が施行する街路灯修繕業務に適用する。​

​Ⅰ‐２　用語の定義​

​この仕様書において、次に掲げる用語は、それぞれの定義による。​

​(1)　業務員とは、業務担当職員及び副担当職員である本市の職員をいい、委託事項に関する連絡​

​及びその調整に従事する。​

​(2)　修繕等とは、街路灯の不点灯の修理や増設、危険灯具の撤去などについて、部品の修繕、交​

​換、機器の交換、撤去、廃棄などを行うことをいう。​

​(3)　指示とは、業務員が受託者に対し施工箇所、期間、工法等を示し業務を実施させることをい​

​う。​

​(4)　業務員の承諾とは、受託者が業務員に報告し、業務員が事前に了解することをいう。​

​(5)　受託者の承諾とは、業務員からの業務指示に対して、受託者が了解することをいう。​

​(6)　完了とは、契約期間中に定める期間内の業務全てを終了することをいう。​

​(7)　履行検査とは、完了した業務の履行確認の検査をいう。​

​(8)　段階検査とは、業務の途中段階において行う履行確認の検査をいう。​

​(9)　協議とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。​

​Ⅰ‐３　業務の仕様​

​本仕様書及び特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。​

​・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）令和７年版​

​・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）令和​

​７年版​

​・電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室）令和７年版​

​・電気設備工事仕様書（札幌市都市局建築部）​

​・土木工事共通仕様書（札幌市財政局工事管理室）​

​・道路照明施設設置基準・同解説（社団法人日本道路協会）​

​Ⅱ　業務の着手​
​Ⅱ‐１　業務着手届​

​受託者は、契約書に示す日に業務に着手し、業務着手届（現場代理人及び主任技術者指定通知​

​書、技術者経歴書を添付）（様式１、２、３）を提出し、業務員の承諾を得なければならない。​

​Ⅱ‐２　施工計画書​

​(1)　受託者は、あらかじめ業務実施に必要な施工計画書を作成し、着手日に業務員に提出しなけれ​

​ばならない。ただし、短期又は簡易、緊急の業務等で業務員の承諾を得た場合は、省略すること​

​ができる。​

​(2)　施工計画書の内容に変更が生じた場合は、その都度、修正のうえ業務員に提出して承諾を得な​

​ければならない。​

​(3)　施工計画書に記載すべき事項は以下のとおりとする。​

​・業務の実施体制(人員配置等)​

​・使用資機材​

​・業務員からの業務指示の連絡先​

​・道路使用許可証の写し​

​・支給材の保管場所、施錠の有無の分かる資料​

​・その他​

​Ⅲ　業務の実施​
​Ⅲ‐１　用地の使用等​

​(1)　受託者が、業務実施のために直接必要な公共用地を使用する場合は、あらかじめ所定の手続き​

​をとるものとする。​

​(2)　受託者が、業務実施に必要な私用地を借用し、また買収したときは、その土地の使用により生​
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